
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人特別相談・支援室（FRESC／フレスク内）の 

外国語による労働相談体制を拡充します 

 
 東京労働局（局長 辻田博）では、今般、外国人労働者の利便性向上を図るため、

令和４年４月１日から、「外国人在留支援センター（FRESC／フレスク）」（注１）内に

設置している「外国人特別相談・支援室」（注２）における外国語による労働相談体制

を拡充します。 

 

（注１） 「外国人在留支援センター」は、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する

政府の窓口が集まり、関係機関が連携して、外国人からの相談対応、外国人を雇用

したい企業の支援などの取組を行うセンターです。 

（注２） 「外国人特別相談・支援室」は、外国人を雇用する事業主に対し、外国人労働者の

労務管理・安全衛生管理に関する相談対応、セミナー開催、訪問支援などの各種支

援を行う機関です。また、外国人労働者向けに労働条件に関する相談対応を行って

います。 

 

１ 外国人特別相談・支援室の所在地  

  東京都新宿区四谷１－６－１ 四谷タワー13階  

外国人在留支援センター（FRESC／フレスク）内 

 

２ 対応言語  

  外国人特別相談・支援室の外国語相談窓口の対応言語は、現在２言語（英語・中

国語）ですが、令和４年４月１日より、７言語（英語・中国語・タガログ語・ベト

ナム語・ネパール語・モンゴル語・クメール語）となります。 
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東京労働局監督課の

外国語相談窓口を統

合することにより、

令和４年４月１日よ

り、５言語追加とな

り、計７言語で対応

します。 


